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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査軸受部品の疲労部にＸ線を照射するステップと、
　前記疲労部にて回折した環状の回折Ｘ線を検出するステップと、
　検出された前記環状の回折Ｘ線に基づいて前記被検査軸受部品の使用条件を推定するス
テップとを備え、
　前記被検査軸受部品の使用条件を推定するステップは、
　前記環状の回折Ｘ線を検出する工程において検出された前記環状の回折Ｘ線に基づいて
、前記疲労部の垂直応力および、前記疲労部のせん断応力、残留オーステナイト量、前記
環状の回折Ｘ線の中心角と強度との関係、および前記環状の回折Ｘ線の中心角に対応して
得られるピークの半価幅を含む使用条件要素を導出するステップと、
　導出された前記使用条件要素の少なくとも１つに基づいて、前記被検査軸受部品の使用
条件を算出するステップとを含み、
　前記使用条件を推定するステップでは、予め調査された軸受部品の疲労部の垂直応力お
よび、せん断応力、残留オーステナイト量、環状の回折Ｘ線の中心角と強度との関係、お
よび環状の回折Ｘ線の中心角に対応して得られるピークの半価幅の少なくともいずれか１
つと、軸受部品の疲労部に与えられた応力の負荷回数、軸受部品の疲労部に与えられた荷
重および軸受部品の疲労部における油膜パラメータとの関係に基づいて、前記被検査軸受
部品の前記疲労部に与えられた応力の負荷回数、前記疲労部に与えられた荷重および前記
疲労部における油膜パラメータが算出される、軸受部品の検査方法。
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【請求項２】
　前記被検査軸受部品の使用条件を推定するステップにおいて算出された前記被検査軸受
部品の使用条件に基づいて、前記被検査軸受部品の余寿命を評価するステップをさらに含
む、請求項１に記載の軸受部品の検査方法。
【請求項３】
　前記使用条件を推定するステップでは、前記被検査軸受部品の前記疲労部に与えられた
応力の負荷回数、前記被検査軸受部品の前記疲労部に与えられた荷重および前記被検査軸
受部品の前記疲労部における油膜パラメータのそれぞれは、予め調査された軸受部品の疲
労部の垂直応力および、疲労部のせん断応力、残留オーステナイト量、環状の回折Ｘ線の
中心角と強度との関係、および環状の回折Ｘ線の中心角に対応して得られるピークの半価
幅のそれぞれと、軸受部品の疲労部に与えられた応力の負荷回数、軸受部品の疲労部に与
えられた荷重および軸受部品の疲労部における油膜パラメータのすべてとの関係が考慮さ
れるように、統計的に算出される、請求項１または２に記載の軸受部品の検査方法。
【請求項４】
　被検査軸受部品の疲労部に対してＸ線を照射する照射部と、
　前記疲労部において回折した環状のＸ線を検出する検出器と、
　前記検出器に接続され、前記検出器において検出された前記環状のＸ線に基づいて前記
被検査軸受部品の使用条件を算出する演算部とを備え、
　前記演算部では、
　前記検出器において検出された前記環状の回折Ｘ線に基づいて、前記疲労部の垂直応力
および、前記疲労部のせん断応力、残留オーステナイト量、前記環状の回折Ｘ線の中心角
と強度との関係、および前記環状の回折Ｘ線の中心角に対応して得られるピークの半価幅
を含む使用条件要素を導出するステップと、
　導出された前記使用条件要素の少なくとも１つに基づいて、前記被検査軸受部品の使用
条件を算出するステップとが実施され、
　前記演算部では、予め調査された軸受部品の疲労部の垂直応力および、疲労部のせん断
応力、残留オーステナイト量、環状の回折Ｘ線の中心角と強度との関係、および環状の回
折Ｘ線の中心角に対応して得られるピークの半価幅の少なくともいずれか１つと、軸受部
品の疲労部に与えられた応力の負荷回数、軸受部品の疲労部に与えられた荷重および軸受
部品の疲労部における油膜パラメータとの関係に基づいて、前記被検査軸受部品の前記疲
労部に与えられた応力の負荷回数、前記疲労部に与えられた荷重および前記疲労部におけ
る油膜パラメータが算出され、
　前記演算部では、算出された前記被検査軸受部品の使用条件に基づいて、前記被検査軸
受部品の余寿命を評価するステップがさらに実施される、軸受部品の検査装置。
【請求項５】
　持ち運び可能となっている、請求項４に記載の軸受部品の検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は軸受部品の検査方法および軸受部品の検査装置に関し、より特定的には、軸受
部品の高精度な検査を可能とする軸受部品の検査方法および軸受部品の検査装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　転がり軸受の寿命は、軸受に負荷される荷重、潤滑条件、軸受部品を構成する材料など
に依存することが知られている。そして、転がり軸受の寿命は、上記荷重、潤滑条件、材
料などを考慮して作成された寿命計算式を用いて算出することができる（たとえば、非特
許文献１参照）。この計算式は、転がり軸受をある条件で使用する際にどのくらいの期間
使用できるかを見積もるため、あるいは、要求される時間中に転がり軸受が破損しないた
めにはどのような条件で転がり軸受を使用すればよいかを見積もるために使用されている
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。
【０００３】
　一般に、転がり軸受は寿命計算式に基づいて設定した使用条件で使用される。したがっ
て、通常の条件で転がり軸受が使用されるかぎり、転がり軸受の寿命が問題になることは
ない。しかしながら、転がり軸受の寿命が市場で問題となる状況がしばしば生じる。これ
は、実際の転がり軸受の使用条件が、予定された条件と異なっていることが一因であると
考えられる。このような状況に対応するため、実際に使用された転がり軸受を分析し、そ
の余寿命を推定する方法が提案されている（たとえば、非特許文献２参照）。この方法は
、Ｘ線回折を利用した応力測定結果（応力、半価幅、残留オーステナイト量）が、転がり
軸受の転動時間（運転時間）と関係を有していることを利用した方法である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】岡本純三著、「ころがり軸受・ころ軸受の動的負荷容量－Lundberg-Pal
mgren理論の詳解－」、千葉大学工学部機械工学科機械要素講座、１９８８年
【非特許文献２】対馬全之ら、ベアリングエンジニア、４９（１９８４）２５－３４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、この方法は、特定の転動条件における応力測定結果と転動時間との関係を利用
しているため、その条件に近い条件で使用された転がり軸受にしか適用できないという問
題があった。
【０００６】
　任意の転動条件での転がり軸受の余寿命を推定するためには、転がり軸受の使用条件を
何らかの手段で推定し、その条件でどのくらいの期間使用されたか（負荷回数）を推定す
る方法が必要になる。潤滑油の汚染（異物混入）等の外乱因子がない場合、転がり軸受の
寿命を支配する主要因は、荷重および油膜パラメータである。したがって、余寿命を推定
するためには、これら２つの条件に負荷回数を加えたの３条件を推定する必要がある。従
来のＸ線回折でも、応力、半価幅、残留オーステナイト量の３つの分析結果が得られる。
しかしながら、これらの分析結果に基づいて、転がり軸受の使用条件（負荷回数、荷重お
よび油膜パラメータ）を高精度に推定することは困難であるという問題があった。
【０００７】
　本発明は上記問題を解決するためになされたものであり、その目的は、転がり軸受の使
用条件を高精度に推定することが可能な軸受部品の検査方法および検査装置を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に従った軸受部品の検査方法は、被検査軸受部品の疲労部にＸ線を照射するステ
ップと、疲労部にて回折した環状の回折Ｘ線を検出するステップと、検出されれた環状の
回折Ｘ線に基づいて被検査軸受部品の使用条件を推定するステップとを備えている。
【０００９】
　Ｘ線を所定の入射角で軸受部品に入射させた場合、軸受部品を形成する鋼がランダムな
方位を有する多数の結晶からなる多結晶体である限り、円錐面を構成するようにＸ線が回
折する。そのようにＸ線が回折しても、従来のＸ線回折を利用した軸受部品の応力の分析
では、上記円錐面を構成する回折Ｘ線のうち、一の方向に対応する回折Ｘ線のみを検出器
にて検出する。そして、入射角を変更して再度同様に回折Ｘ線を検出し、これらに基づい
て軸受部品の表面における応力を算出する。このように従来のＸ線回折を利用した分析方
法では、円錐面を構成する回折Ｘ線のうち、一の方向に対応する回折Ｘ線のみを検出し、
分析を行なう。そのため、一回の測定で得られる情報量が限られ、軸受部品の使用条件を
精度よく推定するためには極めて多数回の測定が必要となる。そのため、従来のＸ線回折
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法を利用して軸受部品の使用条件を精度よく推定することは、実質的に不可能であるとい
える。
【００１０】
　これに対し、本発明の軸受部品の検査方法では、上記円錐面を構成する回折Ｘ線のすべ
てに交差する位置に平面状の検出部を有する検出器を配置し、この検出器が検出部を含む
平面と上記円錐面とが交差して形成される環状の領域に対応する環状の回折Ｘ線（Ｘ線回
折環）を検出する。このＸ線回折環には、上記円錐面を構成する全ての回折Ｘ線の情報が
含まれている。そのため、一回の測定で得られる情報量が上記従来の方法に比べて著しく
多くなる。その結果、軸受部品の使用条件を精度よく推定することが可能となる。このよ
うに、本発明の軸受部品の検査方法によれば、転がり軸受の使用条件を高精度に推定する
ことができる。
【００１１】
　上記軸受部品の検査方法においては、上記被検査軸受部品の使用条件を推定するステッ
プは、環状の回折Ｘ線を検出する工程において検出された環状の回折Ｘ線に基づいて、疲
労部の垂直応力、疲労部のせん断応力、環状の回折Ｘ線の中心角と強度との関係、および
環状の回折Ｘ線の中心角に対応して得られるピークの半価幅を含む使用条件要素を導出す
るステップと、導出された使用条件要素の少なくともいずれか１つに基づいて、被検査軸
受部品の使用条件を算出するステップとを含んでいてもよい。
【００１２】
　疲労部の垂直応力、疲労部のせん断応力、回折Ｘ線の中心角と強度との関係、および環
状の回折Ｘ線の中心角に対応して得られるピークの半価幅と転がり軸受の使用条件には強
い相関があるので、導出したこれら使用条件要素に基づいて使用条件を算出することによ
り、転がり軸受の使用条件をより高精度に推定することができる。
【００１３】
　上記軸受部品の検査方法においては、被検査軸受部品の使用条件を推定するステップに
おいて算出された被検査軸受部品の使用条件に基づいて、被検査軸受部品の余寿命を評価
するステップをさらに含んでいてもよい。
【００１４】
　これにより、転がり軸受の使用者にとって重要な、軸受を交換すべき時期に関する情報
を得ることができる。
【００１５】
　上記軸受部品の検査方法においては、上記使用条件要素は、疲労部の残留オーステナイ
ト量をさらに含んでいてもよい。疲労部の残留オーステナイト量と転がり軸受の使用条件
にも強い相関があるので、残留オーステナイト量に基づいて転がり軸受の使用条件を算出
すれば、転がり軸受の使用条件を一層高精度に推定することができる。
【００１６】
　上記軸受部品の検査方法においては、上記使用条件を推定するステップでは、予め調査
された軸受部品の疲労部の垂直応力、疲労部のせん断応力、残留オーステナイト量、環状
の回折Ｘ線の中心角と強度との関係、および環状の回折Ｘ線の中心角に対応して得られる
ピークの半価幅の少なくともいずれか１つと、軸受部品の疲労部に与えられた応力の負荷
回数、軸受部品の疲労部に与えられた荷重および軸受部品の疲労部における油膜パラメー
タとの関係に基づいて、被検査軸受部品の疲労部に与えられた応力の負荷回数、疲労部に
与えられた荷重および疲労部における油膜パラメータが算出されてもよい。
【００１７】
　このように、使用条件要素と実際の使用条件（負荷回数、荷重および油膜パラメータ）
との関係を予め調査しておき、被検査軸受部品を分析することにより得られた使用条件要
素から使用条件を導出することにより、転がり軸受の使用条件を高精度に推定することが
できる。
【００１８】
　上記軸受部品の検査方法においては、上記使用条件を推定するステップでは、被検査軸
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受部品の疲労部に与えられた応力の負荷回数、被検査軸受部品の疲労部に与えられた荷重
および被検査軸受部品の疲労部における油膜パラメータのそれぞれは、予め調査された軸
受部品の疲労部の垂直応力、疲労部のせん断応力、残留オーステナイト量、環状の回折Ｘ
線の中心角と強度との関係、および環状の回折Ｘ線の中心角に対応して得られるピークの
半価幅のそれぞれと、軸受部品の疲労部に与えられた応力の負荷回数、軸受部品の疲労部
に与えられた荷重および軸受部品の疲労部における油膜パラメータのすべてとの関係が考
慮されるように、統計的に算出されてもよい。
【００１９】
　このように、各使用条件を、１つの使用条件要素との関係で決定するのではなく、複数
の使用条件要素との関係で最も尤もらしい値として算出することにより、転がり軸受の使
用条件を一層高精度に推定することができる。
【００２０】
　本発明に従った軸受部品の検査装置は、被検査軸受部品の疲労部に対してＸ線を照射す
る照射部と、疲労部において回折した環状のＸ線を検出する検出器と、検出器に接続され
、検出器において検出された環状のＸ線に基づいて被検査軸受部品の使用条件を算出する
演算部とを備えている。演算部では、検出器において検出された環状の回折Ｘ線に基づい
て、疲労部の垂直応力および、疲労部のせん断応力、残留オーステナイト量、環状の回折
Ｘ線の中心角と強度との関係、および環状の回折Ｘ線の中心角に対応して得られるピーク
の半価幅を含む使用条件要素を導出するステップと、導出された使用条件要素の少なくと
も１つに基づいて、被検査軸受部品の使用条件を算出するステップとが実施される。演算
部では、予め調査された軸受部品の疲労部の垂直応力および、疲労部のせん断応力、残留
オーステナイト量、環状の回折Ｘ線の中心角と強度との関係、および環状の回折Ｘ線の中
心角に対応して得られるピークの半価幅の少なくともいずれか１つと、軸受部品の疲労部
に与えられた応力の負荷回数、軸受部品の疲労部に与えられた荷重および軸受部品の疲労
部における油膜パラメータとの関係に基づいて、被検査軸受部品の疲労部に与えられた応
力の負荷回数、当該疲労部に与えられた荷重および当該疲労部における油膜パラメータが
算出される。演算部では、算出された被検査軸受部品の使用条件に基づいて、被検査軸受
部品の余寿命を評価するステップがさらに実施される。
【００２１】
　このような構造を有することにより、本発明の軸受部品の検査装置によれば、上記本発
明の軸受部品の検査方法を容易に実施することができる。
【００２２】
　上記軸受部品の検査装置は、持ち運び可能となっていることが好ましい。これにより、
軸受部品が使用されている場所、あるいはその近くにおいて、容易に検査を実施すること
ができる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上の説明から明らかなように、本発明の軸受部品の検査方法および軸受部品の検査装
置によれば、転がり軸受の使用条件を高精度に推定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】軸受部品の検査装置の構成を示す概略図である。
【図２】軸受部品の検査装置の他の構成を示す概略図である。
【図３】軸受部品の検査方法の手順を概略的に示すフローチャートである。
【図４】予め調査された軸受部品の疲労部における応力と負荷回数との関係の一例を示す
図である。
【図５】予め調査されたある中心角に対応する回折Ｘ線の半価幅と負荷回数との関係の一
例を示す図である。
【図６】予め調査されたある中心角に対応する回折Ｘ線の強度と負荷回数との関係の一例
を示す図である。
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【図７】負荷回数の導出手順を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。なお、以下の図面において同一
または相当する部分には同一の参照番号を付し、その説明は繰り返さない。
【００２６】
　本発明の一実施の形態における軸受部品の検査装置１は、図１に示すように被検査軸受
部品９０に対してＸ線を照射する照射部１１と、被検査軸受部品９０において回折した環
状のＸ線を検出する検出器１２と、検出器１２に接続され、検出器１２において検出され
た環状のＸ線に基づいて被検査軸受部品９０の使用条件を算出する演算部１３と、演算部
１３に接続され、演算部１３における演算結果を表示する表示部１４とを備えている。
【００２７】
　照射部１１は、被検査軸受部品９０に対向させることが可能なように設置されたＸ線管
球を含んでいる。検出器１２は、照射部から照射したＸ線を通過させる中心部に形成され
た孔１２Ｂと被検査軸受部品９０に対向させることが可能な平面状の検出部１２Ａを含ん
でいる。演算部１３は、予め記憶部（図示しない）に記憶されたデータベースと、検出器
１２において検出された環状のＸ線のデータとに基づき、被検査軸受部品９０の使用条件
を算出する。算出された被検査軸受部品９０の使用条件は、表示部１４に表示される。
【００２８】
　また、検査装置１は、持ち運び可能となっていてもよい。ここで、「持ち運び可能」な
検査装置とは、検査装置１を一定の場所に据え付け、被検査軸受部品９０をその場所に運
んで検査を実施する必要があるものではなく、検査装置１を移動させることが可能であっ
て、検査装置１を被検査軸受部品９０が使用されている場所あるいはその近傍まで運搬し
、検査を実施することが可能であるものを意味する。検査装置１を移動可能なものとする
ためには、検査装置１を軽量かつコンパクトに構成する必要がある。検出器１２の検出部
１２ＡにＸ線ＣＣＤを採用することにより、照射部１１のＸ線管球および検出器１２を筐
体内に設け、演算部１３および表示部１４を小型のコンピュータ装置（パーソナルコンピ
ュータ等）として設ければ、検査装置１全体をコンパクト化することができる。また、検
査装置１全体をコンパクト化することで、照射部１１のＸ線管球および検出器１２を被検
査軸受部品９０に近づけることができる。その結果、Ｘ線管球の出力を小さくすることが
できるため、管球の冷却を水冷から空冷に変更することも可能となり、検査装置１のさら
なるコンパクト化および軽量化を達成することができる。
【００２９】
　また、上記図１に示す検査装置１における検出部１２Ａに代えて、図２に示すようにテ
ーブル１２Ｃ上に設置されるイメージングプレート１２Ｂを採用した検査装置２を使用す
ることもできる。図２を参照して、検査装置２は、Ｘ線の照射および回折Ｘ線の受光を行
なう第１装置２１と、回折Ｘ線の像の読み出し、使用条件の算出、および算出結果の表示
を行なう第２装置２２とを含んでいる。第１装置２１は、上記図１の検査装置１の照射部
１１および検出器１２と基本的には同様の構造を有しているが、検査装置１の検出器１２
に代えて、テーブル１２Ｃと、テーブル１２Ｃ上に被検査軸受部品９０に対向するように
着脱自在に設置されるイメージングプレート１２Ｂとを含んでいる。一方、第２装置２２
は、イメージングプレート１２Ｂを着脱可能に保持するテーブル１２３と、テーブル１２
３に接続され、テーブル１２３を回転させる第１モータ１２１と、第１モータ１２１に接
続され、第１モータ１２１を二次元的に移動させる（たとえばＸＹ方向に移動させる）第
２モータとを備えている。この第１モータ１２１および第２モータ１２２により、テーブ
ル１２３に保持されたイメージングプレート１２Ｂは、回転および二次元的に移動するこ
とが可能となっている。さらに、第２装置２２は、テーブル１２３に保持されたイメージ
ングプレート１２Ｂに対してレーザを照射し、イメージングプレート１２Ｂからの反射光
を受光するレーザ照射装置１２４と、レーザ照射装置１２４、第１モータ１２１および第
２モータ１２２に接続され、これらからの信号に基づいて環状の回折Ｘ線のデータを算出
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する計算回路１２５とを含んでいる。上記第１モータ１２１、第２モータ１２２、テーブ
ル１２３、レーザ照射装置１２４および計算回路１２５は、イメージングプレート１２Ｂ
から環状の回折Ｘ線のデータを読み出す読み出し部１２０を構成する。また、読み出し部
１２０、メージングプレート１２Ｂおよびテーブル１２Ｃは、Ｘ線の検出器として機能す
る。
【００３０】
　また、第２装置２２は、読み出し部１２０の計算回路１２５に接続された演算部１３と
、演算部に接続された表示部１４とをさらに含んでいる。演算部１３および表示部１４は
、上記検査装置１と同様の構成を有している。検査装置２は、上述のように第１装置２１
および第２装置２２を含んでおり、第１装置２１および第２装置２２をまとめて、あるい
は第１装置２１および第２装置２２をそれぞれ持ち運び可能となっていてもよい。
【００３１】
　次に、上記検査装置１、２を用いた軸受部品の検査方法について説明する。図２を参照
して、まず、被検査軸受部品９０を準備し、この被検査軸受部品９０の疲労部にＸ線を照
射するステップ（Ｓ１０）が実施される。このステップ（Ｓ１０）では、図１、２を参照
して、被検査軸受部品９０を所定の位置にセットし、照射部１１からＸ線を被検査軸受部
品９０に対して照射する。このとき、図１、２に示すように、Ｘ線は、被検査軸受部品９
０に対して所定の入射角で入射するように、矢印αに沿って照射される。
【００３２】
　次に、図３を参照して、Ｘ線回折環が検出されるステップ（Ｓ２０）が実施される。こ
のステップ（Ｓ２０）では、図１、２に示すように、矢印αに沿って被検査軸受部品９０
に入射したＸ線が、円錐面βを構成するように回折し、検出部１２Ａまたはイメージング
プレート１２Ｂに到達する。そして、たとえばＸ線ＣＣＤである検出部１２Ａにおいては
、それぞれの画素が出力するＸ線の強度に相当する強度の信号により、環状の回折Ｘ線（
Ｘ線回折環）が検出される。
【００３３】
　また、検査装置２においては、イメージングプレート１２ＢにおいてＸ線回折環の像が
形成されるので、イメージングプレート１２Ｂを読み出し部１２０にセットして、イメー
ジングプレート１２Ａにおけるレーザ照射位置（回転角度と移動位置）と反射光の強度に
相当する信号とからＸ線回折環が検出される。
【００３４】
　より具体的には、イメージングプレート１２Ｂには環状の回折Ｘ線の像が形成されるが
、そのままでは環状の回折Ｘ線を検出することはできない。そのため、イメージングプレ
ート１２Ｂをテーブル１２Ｃから取り外し、読み出し部１２０のテーブル１２３にセット
する。テーブル１２３に保持されたイメージングプレート１２Ｂは、第１モータ１２１お
よび第２モータ１２２により回転および移動させられつつ、レーザ照射装置１２４からレ
ーザの照射を受ける。その結果、イメージングプレート１２Ｂからの反射光の強度に相当
する信号がレーザ照射装置１２４から出力される。すなわち、回折Ｘ線の像が形成された
箇所からはＸ線の強度に相当する光量の輝尽発光が発生するので、反射光の強度に相当す
る信号の強度は、回折Ｘ線の強度を表している。また、第１モータ１２１および第２モー
タ１２２内のエンコーダから出力される信号から、イメージングプレート１２Ｂの回転位
置と移動位置とを検出することができる。よって、レーザ照射装置１２４が出力する信号
と、第１モータ１２１および第２モータ１２２内のエンコーダから出力される信号とを計
算回路１２５に入力させてデータ処理することにより、Ｘ線ＣＣＤの場合と同様に環状の
回折Ｘ線を検出することができる。
【００３５】
　なお、読み出し部１２０をイメージングプレート１２Ｂおよびテーブル１２Ｃと共に１
つの筐体内に備え、Ｘ線照射によるイメージングプレート１２Ｂへの環状の回折Ｘ線像作
成と、読み出し部１２０による環状の回折Ｘ線検出（読み出し）とを連続して行うように
してもよい。
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【００３６】
　次に、図３を参照して、使用条件要素が導出されるステップ（Ｓ３０）が実施される。
このステップ（Ｓ３０）では、上記ステップ（Ｓ２０）において検出されたＸ線回折環か
ら、被検査軸受部品９０が使用されてきた条件（使用条件）との関連性を有するデータ、
たとえば被検査軸受部品９０の疲労部における垂直応力、疲労部のせん断応力、環状の回
折Ｘ線の中心角と強度との関係、環状の回折Ｘ線の中心角に対応して得られるピークの半
価幅、残留オーステナイト量などのデータ（使用条件要素）が取得される。
【００３７】
　次に、図３を参照して、使用条件が算出されるステップ（Ｓ４０）が実施される。この
ステップ（Ｓ４０）では、上記ステップ（Ｓ３０）において取得された使用条件要素に基
づいて、被検査軸受部品９０の使用条件が算出される。具体的には、たとえば以下のよう
に使用条件を推定することができる。使用条件の推定（算出）は、検出器１２に接続され
た演算部１３にて行なわれる（図１、２参照）。
【００３８】
　本発明者は、使用条件を異ならせた転がり軸受についてＸ線回折環を調査した結果、垂
直応力である圧縮応力、Ｘ線回折環の中心角に対する強度分布、および半価幅の分布が、
転がり軸受の使用条件によって変化することを見出した。そのため、豊富なデータ量を含
むＸ線回折環から上記使用条件要素のそれぞれと、実際の使用条件（負荷回数、荷重およ
び油膜パラメータ）との関係を予め調査しておけば、被検査軸受部品９０について所定の
使用条件要素が導出された場合における実際の使用条件を当該関係に基づいて推定するこ
とができる。
【００３９】
　今、種々の使用条件で使用された各種の転がり軸受を構成する軸受部品について疲労部
の回折Ｘ線環を調査した結果、図４～図６のような関係（データベース）が得られたとす
る。図４～図６において、縦軸は実際の負荷回数、横軸は、それぞれ当該負荷回数の軸受
部品を上記Ｘ線回折環を用いて分析した結果得られた応力（圧縮応力）、ある中心角に対
応する半価幅、ある中心角に対応するピーク強度である。図中の曲線は、図中のデータ点
に基づいて算出された負荷回数と各使用条件要素との関係を示している。
【００４０】
　すなわち、使用後の転がり軸受を構成する軸受部品（被検査軸受部品９０）に上記ステ
ップ（Ｓ２０）でＸ線を照射し、ステップ（Ｓ４０）で検出したＸ線回折環全体を使って
分析すると、図４～図６の横軸に対応する分析値が得られるので、この分析値から図４～
図６に示される関係を用いて最も可能性が高い負荷回数を導出することができる。より具
体的には、図７を参照して、たとえばＸ線回折環から得られた被検査軸受部品９０の圧縮
応力がｘである場合、負荷回数はｙであると推定することができる。同様に、圧縮応力あ
るいは他の使用条件要素と、他の使用条件（荷重、油膜パラメータ）との関係を予め調査
しておけば、この関係を用いて、被検査軸受部品９０の他の使用条件を導出（推定）する
ことができる。
【００４１】
　ここで、被検査軸受部品９０の圧縮応力がｘであった場合、このデータのみから判断す
ると負荷回数はｙである確率が最も高い。しかし、このようにして算出される負荷回数に
は、分析結果のばらつき、およびその他の使用条件（荷重、油膜パラメータ）に起因した
ばらつきが含まれる。
【００４２】
　図７に示すように、負荷回数は、圧縮応力に対してＦ（ｙ）のような分布を持つ。同様
に、負荷回数は、すべての使用条件要素（ある中心角に対応する半価幅、ある中心角に対
応するピーク強度など）に対して分布を持つ。そのため、それらの分布関数をすべて掛け
合わせ、その掛け合わせた関数がどの負荷回数で最大になるのかを求めれば、最も尤もら
しい負荷回数を導出することができる。したがって、負荷回数を導出する際には、予め調
査された負荷回数と使用条件要素とのそれぞれの関係に基づいて導出される負荷回数の分
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布関数をなるべく多く掛け合わせ、最も尤もらしい負荷回数を導出することが好ましい。
より具体的には、たとえば予め調査された軸受部品の疲労部の垂直応力、疲労部のせん断
応力、残留オーステナイト量、環状の回折Ｘ線の中心角と強度との関係、および環状の回
折Ｘ線の中心角に対応して得られるピークの半価幅のそれぞれと負荷回数との関係に基づ
いて導出される、全ての負荷回数の分布関数を掛け合わせ、最も尤もらしい負荷回数を統
計的に導出することが好ましい。そして、負荷回数だけでなく、荷重および油膜パラメー
タについても、同様に、最も尤もらしい値を統計的に導出することにより、使用条件を精
度よく推定することができる。算出された使用条件は、演算部１３に接続された表示部１
４に表示される。
【００４３】
　次に、図３を参照して、転がり軸受の余寿命が算出されるステップ（Ｓ５０）が実施さ
れる。このステップ（Ｓ５０）では、上記ステップ（Ｓ４０）において導出された使用条
件に基づいて、被検査軸受部品９０の余寿命が算出される。具体的には、たとえば以下の
ように余寿命を推定することができる。
【００４４】
　一般に、転がり軸受の寿命は以下の式（１）にて表される。
【００４５】
【数１】

【００４６】
　したがって、上記ステップ（Ｓ４０）において導出された使用条件（負荷回数、荷重お
よび油膜パラメータ）を上記式（１）にあてはめることにより、被検査軸受部品９０の余
寿命が算出される。算出された余寿命は、表示部１４に表示される。以上のプロセスによ
り、本実施の形態における検査装置１を用いた軸受部品の検査方法が完了する。
【００４７】
　上記本実施の形態における検査装置１、２を用いた軸受部品の検査方法では、一回の測
定で得られる情報量が従来の方法に比べて著しく多いＸ線回折環に基づいて転がり軸受を
構成する軌道輪、転動体などの軸受部品の使用条件が算出される。そのため、転がり軸受
（軸受部品）の使用条件が精度よく推定される。
【００４８】
　なお、上記実施の形態においては、使用条件を推定するための統計的手法の一例として
最尤推定法について述べたが、これに代えて他の統計的手法、たとえばベイズ法を採用し
てもよい。
【００４９】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
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【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明の軸受部品の検査方法および軸受部品の検査装置は、高い精度が求められる軸受
部品の検査方法および軸受部品の検査装置に、特に有利に適用され得る。
【符号の説明】
【００５１】
　１，２　検査装置、１１　照射部、１２　検出器、１２Ａ　検出部、１２Ｂ　イメージ
ングプレート、１２Ｃ　テーブル、１３　演算部、１４　表示部、２１　第１装置、２２
　第２装置、９０　被検査軸受部品、１２０　読み出し部、１２１　第１モータ、１２２
　第２モータ、１２３　テーブル、１２４　レーザ照射装置、１２５　計算回路。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】
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